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【第Ⅰ章】基本方針の策定にあたって 

１ 基本方針の目的 

 大阪市では、令和 4(2022)年 9 月に外国人住民の人口が 15 万人を超えて過去最多となり、全人口に占

める外国籍住民の割合は 5.5％と政令指定都市の中でも最も多くなっています。国籍・地域別では、韓国・

朝鮮が最も多く、次いで中国となっており、また、近年はベトナムやネパールが増加しています。平成

30(2018)年 12月の「出入国管理及び難民認定法」の改正による新たな在留資格の創設や、今後、2025年

大阪・関西万博の開催を控え、さらに外国人住民の増加が見込まれます。 

 国においては、令和元(2019)年 6 月に、多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するととも

に、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与することを目的として、「日本語教育の

推進に関する法律」が公布・施行されました。この法律により、地方公共団体の責務として、日本語教育施

策の実施や施策推進のための基本的な方針の策定が努力義務化されました。 

「生活者としての外国人」が、地域社会で孤立することなく、日常生活を円滑に営むことができるよう、日

本語教育の推進に取り組むことが急務となっています。 

 一方で、本市においては、部落差別や貧困等が原因で義務教育を十分に受けられなかったことにより、

読み書きに不自由している方々を対象とした識字学級を昭和 40年代から実施してきました。また、国際識

字年（平成２(1990)年）を契機として、平成５(1993)年に「大阪市識字施策推進指針」を策定し、識字施策の

総合的な推進を図ってきたところです。この指針では、識字とは、「社会の主体的な構成員として、その社

会自身をより良いものへと作り変えていけるような、一連の知識、資質、技能、態度、能力、これらを身につ

けていく取り組みの総体のことである」と定義しています。また、「非識字者」をなくしていく取組と、「非識字

者」がそのことによって不利益を受けず、全ての市民が暮らしやすい社会を実現するための取組の双方を

全市的に推進することの必要性が示されており、ここで述べられている理念は、策定から 30年が経過した

現在においても重要です。 

令和 2(2020)年の国勢調査によると、義務教育を修了していない本市住民は、13,633人（約 0.54％）と

なっており、本市において実践されてきた識字・日本語学習の成果や蓄積を活かして、成人基礎教育の機

会の提供に引き続き取り組むことが必要です。 

それぞれの識字・日本語教室等においては、読み書きの学習を求める人とともに、日本語学習を必要と

する外国人住民を多数受け入れている現状があります。教育委員会事務局や経済戦略局等においても入

門・基礎レベルの日本語学習機会の提供の充実を図ってきたところですが、昨今の急増する識字・日本語

学習ニーズには十分対応できていない状況です。 
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さらに、日本語習得に関わる課題は、就労、教育、子育て、福祉などの各分野とも密接に関連することか

ら、各部局が実施している施策と相互に連携し、全庁的な体制で取り組むことが必要です。 

上記のような動向をふまえ、本市の識字・日本語教育の充実に向け、今後のめざすべき姿と、その実現

に向けた施策の基本的な方向性を示すことを目的として、「大阪市識字・日本語教育基本方針(以下、「本

基本方針」という)を策定します。 

２ 基本方針の位置づけ 

 本基本方針は、「日本語教育の推進に関する法律」並びに令和 2(2020)年 6 月に閣議決定された「日本

語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」に基づき策定します。 

 また、本市において令和 2(2020)年 12 月に策定した「大阪市多文化共生指針」において、施策の基本的

な方向性のひとつとして「日本語教育の充実」を掲げています。また、「第４次生涯学習大阪計画」におい

ても、「誰もが主体的に学び続け社会に参画できるまち」へ向けて、「日本語教育環境の充実に向けた総合

的な体制づくり」 「識字・日本語教室をはじめとする成人基礎教育の機会の提供」を施策体系の中に位置

づけているところです。本基本方針はこれらと理念を共有するものとします。 

 併せて、「大阪市識字施策推進指針」で示されている理念を踏まえるとともに、平成 28(2016)年 12月に施

行された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確

保法)」の理念も踏まえて策定します。 
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【第Ⅱ章】識字・日本語教育を取り巻く現状 

１ 国の動向 

（１）出入国管理及び難民認定法の改正

 平成 30（2018）年 12 月、「出入国管理及び難民認定法」（以下、「入管法」という。）が改正されました。新

たな在留資格として、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を

要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格として「特定技能 1 号」が、また同分野に属す

る熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格として「特定技能２号」が創設されました。

これにより、単純労働を含む幅広い業務に即戦力として外国人が従事することが可能となりました。その後、

令和５（2023）年 6月には、「特定技能 2号」の受入れ分野をこれまでの 2分野から 11分野に拡大すること

が閣議決定されました。これにより、「特定技能 1号」の全分野で無期限の就労が可能となりました。 

 新たな在留資格の創設を踏まえつつ、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、

日本人と外国人が安全に安心して暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材

の受入れ・共生に関して、めざすべき方向性を示すものとして、「外国人材の受入れ・共生のための総合的

対応策」（以下、「総合的対応策」という。）が関係閣僚会議において決定されました。国や地方公共団体を

はじめとする多様な団体・機関の連携のもとで、就労面・生活面など多岐にわたる課題やニーズに対して

取り組むよう示されています。   

以後、政府は、「総合的対応策」の改訂を３回行っていますが、令和３(2021)年６月には、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大等で明らかになった課題も踏まえ、外国人材の受入れ環境を更に充実させる等の

観点からの改訂が行われました。 

また、「外国人の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に開催された「外国人との共生社会の実現

のための有識者会議」からの意見書を踏まえ、我が国の目指すべき外国人との共生社会のビジョン、その

実現に向けて取り組むべき中長期的な課題及び具体的施策等を示す「外国人との共生社会の実現に向

けたロードマップ」（以下、「ロードマップ」という。）が令和４(2022)年６月に決定されました。これを受け、令

和４(2022)年度の「総合的対応策」は、受け入れた外国人に対する受入れ環境を更に充実させる観点とと

もに、「ロードマップ」も踏まえて改訂されました。 

（２）日本語教育の推進に関する法律（日本語教育推進法）

 令和元(2019)年６月、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって多様な文

化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持

及び発展に寄与すること」を目的に「日本語教育の推進に関する法律」が施行されました。第 3 条に基本

理念として、「日本語教育を受ける機会の最大限の確保」、「日本語教育の水準の維持向上」、「幼児期及

び学齢期にある外国人等の家庭における教育等において使用される言語の重要性に配慮」などが掲げら

れています。また、国の責務（第４条）、事業主の責務（第６条）とともに、地方公共団体の責務として、地域
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の状況に応じた日本語教育施策の策定、実施（第５条）や、施策を総合的かつ効果的に推進するための

基本的な方針を定めるよう努めること（第 11条）などが定められています。 

 令和 2(2020)年 6月には、同法に基づき、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針」（以下「基本的な方針」という）が閣議決定されました。日本語教育の推進の内

容に関しては、国内における日本語教育の機会の拡充の一つとして、「地域における日本語教育」が掲げ

られ、地域に在住する外国人が自立した言語使用者として生活していく上で必要となる日本語能力を身に

つけ、日本語で意思疎通を図り、生活できるよう支援する必要があり、日本語学習機会の提供、日本語を

教える人材の質の担保・量の確保を図ること等、教育・就労・生活の場でより円滑に意思疎通できるように

なることを目指し、地域における日本語教育環境の強化のために必要な施策を講ずることとされています。

併せて、国民の理解と関心を増進するために必要な措置を講ずることについても言及されています。 

（３） 「地域における日本語教育の在り方について（報告）」

 令和４(2022)年 11 月、文化審議会国語分科会において、「地域における日本語教育の在り方について

（報告）」が取りまとめられました。本報告では、地方公共団体の取組事例や基本的なデータを踏まえ、①

日本語教育の現状、②課題、③基本的な考え方（地域における日本語教育施策の方向性、日本語教育プ

ログラムの編成、人材の確保、連携体制の充実等）が以下のように取りまとめられています。

・日本語教育プログラムの編成においては、定住する外国人に求められる「自立した言語使用者として生

活していく上で必要とされる日本語教育（B1 レベル）」を掲げ、そのために必要とされる教育内容・方法・

評価、習得レベル、学習時間等の在り方を具体的に提示

・日本語教育人材の確保・配置については、上記日本語教育を行うために必要とされる地域日本語教育コ

ーディネーター、日本語教師、日本語学習支援者の役割を明確化し、それぞれのリソースを活用した連

携体制を提示

・日本語教育の内容や、習得レベル・評価の指標（ものさし）を示した「日本語教育の参照枠」(令和 3 年文

化審議会国語分科会策定)を踏まえ、日本語学習者が言語を学ぶ上で目標を具体的に示した「生活 Can

do」を作成し、地域における地域日本語教育の内容を提示 など

（４）日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（日本語教

育機関認定法） 

 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、令和５（２０２３）年５月に、「日本語教育の適正かつ確実

な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（日本語教育機関認定法）」が制定され、令

和６（２０２４）年４月から施行されることとなりました。この法律では、日本語教育機関のうち一定の要件を満

たすものを認定する制度を創設し、外国人の留学生などに情報提供を行うとしています。また、認定日本

語教育機関において日本語教育を行う者の資格について、「登録日本語教員」の制度も定められましたが、

その施行に向けて今後、詳細について検討されることとなっており、国の動向を注視する必要があります。 
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（５）義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保等に関する法律（教育機会確保法） 

 これらに先立って、平成 28(2016)年 12 月、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の

確保等に関する法律（教育機会確保法）」が公布され、翌年 2 月に施行されました（第 4 章夜間その他特

別な時間において授業を行う学校における就学機会の提供等は、公布の日から施行）。第 2 条で、「教育

機会の確保等」を「不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を行

う学校における就学機会の提供その他の義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保

及び当該教育を十分に受けていない者に対する支援」と定義し、第 5 条で地方公共団体の責務として、

「教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及

び実施する」ことが掲げられています。「基本的な方針」においても、夜間中学についても言及されており、

その設置促進が図られているところです。 

 

 

２ 大阪市の行政の動向 

 

（１）大阪市多文化共生指針 

 本市では、平成 10(1998)年 3 月に外国籍住民施策基本指針を策定（平成 16(2004)年 3 月改定）し、外

国籍住民施策を総合的に推進してきました。その後、外国人住民の増加、多国籍化が進む中、平成

30(2018)年 12月の入管法の改正によりさらなる増加が見込まれました。そうした外国人住民を取り巻く状況

を踏まえ、多文化共生社会の実現のために必要な施策を体系的かつ継続的に推進し、着実に進めるため、

本市が多文化共生施策を進めるにあたっての方向性を示す多文化共生指針を令和 2(2020)年 12 月に策

定しました。 

本指針では、「基本的な方向性」として、「多様な言語・手段による情報提供、相談対応の充実」「外国に

つながる児童生徒への支援の充実」など、６つの方向性を定めています。そのうちのひとつとして、「日本語

教育の充実」を掲げており、その中で、「日本語学習の機会や場の充実」「日本語教育環境充実のための

体制づくり」「地域活動への参加・参画につながる地域識字・日本語教室活動の実施」が挙げられています。 

また、施策の推進を全庁的に図るため、多文化共生施策推進本部を設置し、施策の総合的な推進や進

捗管理を行っています。 

さらに、令和４(2022)年９月には、大阪府において、国の「総合的対応策」並びに「ロードマップ」を踏まえ

るとともに、大阪・関西万博を契機とした未来社会の実現と外国人材の活躍を念頭に、官民の関係団体の

情報共有・相互連携等を行い、外国人材の受け入れ促進と共生社会づくりの推進を図るため、国、大阪府、

市町村、経済団体等が連携した「OSAKA 外国人材受入促進・共生推進協議会」が設置され、本市もその

構成団体として参画しています。 
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（２）大阪市の識字・日本語教育施策の経過 

本市では、昭和 41(1966)年以降、部落差別や貧困等により義務教育を十分に受けられなかったことで、

読み書きに不自由している方々を対象とした識字学級が順次開設され、充実が図られてきました。また、国

連が識字率向上をめざして定めた国際識字年（1990 年）を契機に、庁内組織として「大阪市国際識字年推

進会議」を設置し、社会教育施設等でも識字・日本語教室を開設していきました。さらに、平成 5(1993)年に

は、全市的かつ総合的に識字施策の推進を図り、心豊かな生涯学習社会の実現をめざすことを目的に、

「大阪市識字施策推進指針」を策定しました。 

その後、外国人住民の増加に伴い、識字教室にも外国人住民を受け入れ、多くの参加がみられるように

なり、平成 10(1998)年には、地域に密着した運営をめざし、生涯学習ルーム事業※の一環として域識字・日

本語交流教室を開設し、以降外国人住民の多い区に順次開設していきました。 

このように、本市では現在、義務教育を十分に受けられなかった人や、国際化の進展による新たな外国

人住民など、さまざまな理由から読み書きや日本語の会話に不自由している人々に対して、学習機会の提

供、社会参加の促進を図るため、識字・日本語教室を開設しています。具体的には、日本語がほとんど話

せない方に対して、生涯学習センターや大阪国際交流センターを会場に、日本語教育の専門性を持った

日本語教師等による基礎的な日本語学習機会を提供しているほか、市内小・中学校をはじめとする公共

施設等を会場として、学習支援者（ボランティア）との交流を通して読み書きや日本語の会話を学ぶ識字・

日本語教室等を実施しており、約 2,000人の学習者が参加しています（図表 A体系図）。また、大阪府、堺

市、大阪府人権協会、識字・日本語連絡会などとともに大阪識字・日本語協議会を構成するとともに、教室

紹介や教材の開発を行っている識字・日本語センターをはじめとする民間とのネットワークにより、識字・日

本語施策・事業の推進をめざして、教室の円滑な運営のための情報交換を行うなど、読み書きや日本語の

会話を学ぶ機会を必要とする方々の支援を行っています。 

  

※生涯学習ルーム事業 

小学校の特別教室等諸施設を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流活動の場を提供するととも

に、身近な講座等の開催を通じて、学習機会の提供を行い、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を

果たし、生涯学習の推進及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施している事業 

 

（３）第 4次生涯学習大阪計画 

 本市では、生涯学習推進に向けての視点、総合的に講ずべき施策の方向とその内容を明らかにすること

を目的として、「生涯学習大阪計画」を策定しています。令和４(2022)年 3月に策定した「第４次生涯学習大

阪計画」では、識字・日本語教育について、「（１）誰一人取り残さない生涯学習支援①多様性と包摂性に

基づき学びを支援します」「（２）ライフステージに応じた生涯学習支援②成人の学びを支援します」に位置

付け、具体的取組として日本語教育環境の充実に向けた総合的な体制づくりや識字・日本語教室をはじ

めとする成人基礎教育の機会の提供等を記載しています。 
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図表 A 体系図 
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韓国及び朝鮮 39.4%

中国 25.4%

ベトナム 14.5%

ネパール 4.1%

フィリピン 3.0%

台湾 2.8%

インドネシア 1.9%

米国 1.1%

その他・不詳 7.9%

令和4(2022)年9月
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図表B 大阪市の外国人人口の推移

３ 大阪市における状況 

 

（１）大阪市の外国人住民の動向 

 平成 25(2013)年以降増加を続けていた外国人住民人口は、新型コロナの影響もあり一時減少したものの、

令和４(2022)年に改めて増加に転じ、９月末の段階で初めて 15 万人を超え、令和５(2023)年３月末には 15

万 4722人となっており、今後ますます増加することが予想されます（図表 B）。 

 

図表 B 外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、過去 10 年間の国籍・地域別人口の割合をみると、平成 31(2019)年の入管法の改正の影響を受け、

ベトナム・ネパールが占める割合が増加し、中国の割合は微増傾向となっています。韓国・朝鮮について

は、平成 24 年 9 月には外国人人口全体の 64.7％を占めていたものが、令和 4 年 9 月には 39.4％とその

割合は減少していますが、依然として最も多くなっています（図表 C）。 

 

図表 C平成２４（２０１２）年と令和４（２０２２）年の国籍・地域別人口の割合の比較 

 

 

韓国及び朝鮮

64.7%

中国 22.9%

フィリピン 2.5%

台湾 1.1%

米国 1.0%

ベトナム 1.0%

ブラジル 0.9% タイ 0.8%
その他・不詳 5.0%

平成24(2012)年9月
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無 

回 

答 

今回（R4） 235 11.5 61.3 8.9 6.4 6.0 6.0 

前回（R1） 230 10.4 52.2 17.4 3.9 8.7 7.4 

市民局では、外国籍住民の円滑な受入れと共生社会づくりの推進に向けた対応策を検討するうえでの

基礎資料とするため、外国人住民の生活実態や課題を把握する調査として、外国人住民アンケートを令

和元(2019)年度と令和４(2022)年度に実施しました。令和４（2022）年度の調査によると、「日本語を不自由

なく使える方」は、61.2％であり、日本在住年数別でみると、「日本で生まれた」が 40.2％で、「16年以上」が

19.1％、「1～5 年」が 13.7％と続いています（図表 D）。逆に、日本語を不自由なく使用できると回答しなか

った方のうち、日本語を「問題なく読むことができる」は 11.5％にとどまり、「ひらがな、カタカナと簡単な漢字

を読むことができる」が 61.３％と前回調査より 9.1 ポイント高くなっています（図表 E）。同様の質問を「聞く」

「話す」でも行っていますが、これらは前回から傾向に変化はみられませんでした。 

 

図表D 不自由なく使用できる言語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 E 日本語以外を選択した方の日本語能力 
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地域のイベントの情報
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ボランティアや市民団体について

趣味やスポーツなどのサークルの情報

仕事を探す方法

仕事で困ったこと（給料や働く時間など）の相談

ごみの出し方など生活の規則

学校で困ったことがあったときの相談

子どもを産むこと・育てること

保育園など小さい子どもを預かる場所・学校の入学の…

介護や福祉

スーパーマーケットや薬局の場所などの近所の情報

DVについての相談

その他

困っていることや知りたいことはない

無回答

(%A%)

新型

コロナウイルスの

また、生活での困りごとや知りたい情報については、新型コロナウイルス感染症にかかる「支援や給付金

のこと」（32.8％）や、「給付金・生活保護」（27.7%）、「税金」（24.1％）、「国民健康保険や年金」（22.8％）、

「病気や事故のときにどうすればよいか」（20.8％）に続いて、「火事や地震や台風がおこったときにどうすれ

ばよいか」と「日本語の勉強のこと」が 17. 0％となっており、「困っていることや知りたいことはない」と答えた

人は 19.3 にとどまります（図表 F）。病気になったときに経験したことでは、「医者の話す言葉がわからなか

った」が 21.5％でもっとも多くなっています（図表 G）。出産・子育て・教育・学校のことに関する心配・困りご

とでは、「子どもが母語や母国の文化を勉強することができない」が 28.4％で前回より約 10％減少したもの

の 4 番目に多く、「日本語がわからないため、親として勉強を教えることができない」が 21.6％で 8 番目に

多くなっています（図表 H）。差別・差別的な言動について過去 5年間の経験では、「日本語がうまく使えな

いことで嫌がらせを受けた」が 24.1％で 2 番目に多くなっています（図表 I）。以上のように、言葉の問題に

起因する生活上の困りごとなどが多く見受けられます。 

 

図表 F 生活で困っていること・知りたい情報 
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図表G 病気になったときに経験したこと 

 

 

 

 

 

 

 

図表 H 出産・子育て・教育・学校のことに関する心配・困りごと 

 

 

 

 

 

 

 

図表 I 過去５年間の差別・差別的な言動についての経験 
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（２）「識字・日本語教育体制に関する実態・ニーズ調査」の調査結果から 

 教育委員会においては、識字・日本語に対する学習ニーズや、既存の識字・日本語教育体制の現状等

について調査し、今後の識字・日本語教育体制の構築に向けた具体的な検討や、施策の実施に向けた基

本的な方針の策定を行うにあたっての基礎資料とすることを目的に、令和 3(2021)年度に「識字・日本語教

育体制に関する実態・ニーズ調査」※を実施しました。本調査は、外国人住民調査、識字・日本語教室調査、

日本語学校調査などからなっており、外国人住民調査については、18 歳以上の外国人（特別永住者除く）

3,000人を対象に、アンケートの案内を郵送し、インターネットで回答いただきました（回収数 555件）。 

 

※識字・日本語教育体制に関する実態・ニーズ調査 

大阪市ホームページ（https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000569342.html）参照 

 

それによると、大阪市運営の識字・日本語教室を知っていると答えた方が 22.3％であまり知られていない

ことや（図表 J）、日本語の学習方法では、「独学で（教科書やテレビ等）」（59.4％）、「独学で（インターネッ

トやアプリ等）」（61.4％）や「周りの会話を聞いて覚えている」（38.2％）の割合が高く、識字・日本語教室で

学んでいる方は少数派であることなどが明らかになっています（図表 K）。 

 

図表 J 大阪市運営の識字・日本語教室の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 K 日本語の学習方法 
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「日本語を学んだ経験のない人」の学んでいない理由としては、「仕事のため、日本語を学ぶ時間的な

余裕がないから」（42.1％）、「日本語を学ぶのに必要な金銭的な余裕がないから」（29.8％）、「日本語教室

の情報がないから」（24.6％）などの割合が高くなっています（図表 L）。一方で、日本語を学んだことがない

人、現在学んでいない人の約 7 割は「日本語を学びたい」と回答しており、学習ニーズが高いことがわかり

ます（図表 M）。 

 

図表 L 日本語を学んでいない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表M 日本語を学びたいか 
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また、どのような環境があれば日本語を学びたいかを聞いたところ、「時間的な余裕があれば学びたい」、

「無料・安価な日本語教室があれば学びたい」、「金銭的な余裕があれば学びたい」、「日本語教室が家や

職場の近くなど都合の良い場所にあれば学びたい」などが上位にあがっており、条件が合えば学びたいと

いう潜在的な学習ニーズが高いことがうかがえます（図表 N）。 

 

図表 N 日本語を学ぶために必要な環境（上位 3位までを回答） 

 

項目 点数 

時間的な余裕があれば学びたい 393 

無料・安価な日本語教室があれば学びたい 254 

金銭的な余裕があれば学びたい 167 

日本語教室が家や職場の近くなど都合の良い場所にあれば学びたい 150 

オンライン（Zoomなど）で自宅などで教えてもらえるのであれば学びたい 147 

日本語教室の曜日や時間帯が合えば学びたい 137 

日本語を勉強する教室について、もっと詳しい情報があれば学びたい 112 

自分の学びたいことと、日本語教室の教え方や内容、レベルが合えば学びたい 98 

アプリやテレビ番組など１人で学べる学習プログラムがあれば学びたい 85 

託児サービス付きや子どもと一緒に参加できる日本語教室があれば学びたい 61 

その他 48 

良い教科書があれば学びたい 43 

日本語指導の資格を持った日本語教師が教えてくれるのであれば学びたい 34 

 

※１位を３点、２位を２点、３位を１点として集計 

 

識字・日本語教室が教室を運営するにあたり、困っていること（図表 O）、日本語学校が考える、外国人

への日本語教育（特に成人向け）の課題（図表 P）をみると、識字・日本語教室、日本語学校ともに、学習を

指導・支援する人材の不足が課題としてあがっています。 

さらに、識字・日本語教室、日本語学校が考える行政が行うべき環境整備については、識字・日本語教

室では「識字・日本語教室への経済的な支援」（46.8％）、「識字・日本語教室の広報・ＰＲ」（34.0％）、日本

語学校では「識字・日本語教室、日本語学校の運営（経済的支援含む）や講座内容を充実させるための支

援体制の強化」（72.2％）、「日本語指導の資格を持った日本語教師を増やすための支援・研修の充実」

（27.8％）が高い割合を示しています。また、双方とも「外国人を雇用している企業との連携・協力体制の構

築」（25.5％、22.2％）の割合も高くなっています（図表 Q）。 
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38.3

17.0

10.6

14.9

12.8

19.1

10.6

8.5

4.3

4.3

10.6

6.4

10.6

21.3

14.9

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学習支援者（ボランティア）が不足している

支援者のスキルアップ

学習者が長続きしない

学習者が増えない

日本語学習者のレベルの差が大きい

日本語がほとんど話せない学習者の対応が難しい

学習者のニーズにあう指導を行うのが難しい

学習者のレベルがばらばらのため、指導が難しい

運営費用が確保できない

教室の場所の確保が難しい

学習者や学習支援者（ボランティア）の

効果的な募集方法がわからない

学習者の増加により、教室のキャパシティが追い付かない

運営に関する事務を行う人手が足りない

その他

特にない

無回答

（n=47）

図表O 教室を運営するにあたり、困っていること 

（識字・日本語教室アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ｐ 外国人への日本語教育（特に成人向け）の課題 

（日本語学校アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1校から複数のカテゴリにまたがる意見がある場合は、それぞれのカテゴリに分類して掲載している。 
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17.0

17.0

4.3

14.9

46.8

23.4

2.1

8.5

12.8

4.3

34.0

4.3

8.5

6.4

14.9

25.5

12.8

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

識字・日本語教室等の新規開設

教室の運営や教室活動の充実に向けた支援

（マニュアルの作成、ノウハウの共有など）

教室参加者に対する学習方法などについての

研修等の充実

教室参加者に対する人権問題についての研修等の充実

識字・日本語教室への経済的な支援

学習支援者（ボランティア）の養成や研修の充実

日本語指導の資格を持った日本語教師を増やすための

支援、研修の充実

識字・日本語学習に関する指導教材等の配布

識字・日本語教室における日本語学習プログラムの開発

日本語指導の資格を持った日本語教師による

入門レベルの日本語学習機会の充実

識字・日本語教室の広報・PR

他の識字・日本語教室の活動内容の紹介・情報提供

他団体（NPO、日本語学校、企業、地域活動など）との

連携の橋渡し（コーディネート）

教室運営や学習方法等に関する相談体制の充実

日本語学校や識字・日本語教室、NPO等日本語教育に

関わる団体のネットワークの構築や協議会の設置

外国人を雇用している企業との連携・協力体制の構築

その他

特にない

無回答

（n=47）

図表Q 行政が行うべき環境整備 

（識字・日本語教室アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本語学校アンケート） 
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（３）大阪市の義務教育未修了者等の状況 

 外国人住民以外の、識字・日本語学習に関する潜在的ニーズとして、義務教育未修了者や不登校等に

より義務教育を十分に受けることができなかった人などが想定されます。 

令和２(2020)年度国勢調査において、大阪市における未就学者及び最終卒業学校が小学校の者の人数

は、それぞれ3,348人、10,285人で政令市の中で最多となっています（図表R）。人口に占める割合でみる

と、最終卒業学校が小学生の者の割合は全国平均を下回るものの未就学者の割合は高位に位置している

結果となっています。 

※未就学者 

小学校にも中学校にも在学したことのない人又は小学校を中途退学した人 

※最終卒業学校が小学校の者 

小学校のみ卒業した人又は中学校を中退した人 

 

また、市立小中学校の不登校者数は増加傾向にあり、令和3年度は小学校で1,673人、中学校で3,934

人となっています。全児童生徒数に占める割合は、小学校 1.47％、中学校 7.59％で、特に中学校におい

て全国値を大きく上回っています。 

 

図表 R 大阪市の未就学者・義務教育未修了者の状況 
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札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市 相模原市 新潟市 静岡市 浜松市

 未就学者数（人） 1,398 372 594 592 2,276 638 712 311 423 483

 人口に占める未就学者の割合（％） 0.08 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.11 0.05 0.07 0.07

 最終卒業学校が小学校の者の数（人） 8,925 3,316 3,491 2,371 9,531 3,553 2,317 8,405 4,162 5,383

 人口に占める最終卒業学校が小学校の者の割合（％） 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 1.2 0.7 0.8

名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神⼾市 岡⼭市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市 全国

 未就学者数（人） 2,045 763 3,348 1,130 1,410 229 856 1,131 1,210 982

 人口に占める未就学者の割合（％） 0.10 0.06 0.14 0.16 0.11 0.04 0.08 0.14 0.09 0.16 0.09

 最終卒業学校が小学校の者の数（人） 8,523 5,314 10,285 3,876 5,187 2,622 3,326 4,547 3,779 3,027

 人口に占める最終卒業学校が小学校の者の割合（％） 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.3 0.5 0.7

 

 

 

 

 

 

 

（４）大阪市の中学校夜間学級の状況 

 本市では、義務教育の年齢（満１５歳）を超えており、中学校を卒業していない人や実質的に十分な教育

を受けられないまま中学校を卒業した人で、入学を希望する人に対して、夜間に中学校教育を行うことを

目的として、市内の４つの中学校に夜間学級を設置してきました。中学校夜間学級には、在日韓国・朝鮮

人を中心とした外国籍の生徒、中国からの帰国者などの生徒が多く在籍していましたが、近年、新たに来

日した外国人の入学希望が増えています。令和 4年度の在籍者 205人のうち外国人は 160人（78.0％）に

のぼり、国籍別でみると、「韓国・朝鮮」（74 人）が最も多く、「ネパール」（48 人）、「中国」（28 人）と続いてい

ます（図表 S）。教科学習のために日本語指導が必要な方も多数在籍しており、習熟に応じた日本語指導

を行うなどの対応を行っています。 

 

図表 S 中学校夜間学級国籍別在籍者数・外国人率（R4.5.1現在） 

 

 

 

 

 

 

４ 大阪市の識字・日本語教育施策の課題 

前節までにみてきたような社会状況の変化や状況分析を踏まえると、本市の識字・日本語教室について

は次のような課題が挙げられ、これらの課題の解決に向け、取組を進める必要があります。 

・入管法改正等を踏まえ、今後日本で就労する外国人の学習環境の充実が求められていること 

・増大している学習希望者の十分な受け入れ体制が整っているとは言えないこと 

・時間的・金銭的な制約により日本語学習の機会を得ることができていないなど、学習者の多様な生活

状況や抱える課題、日本語習得レベルに対応した学習機会を提供できているとは言えないこと 

・日本語学習を指導・支援する人材が不足していること 

・既存の識字・日本語教室の認知度が低く、学習ニーズのある層に対して十分に教室情報が伝わってい

ないこと 

・各教室の設立経過の違いや、行政の所管部局が多岐にわたっていることなどにより、関係機関同士の

情報共有を含め、大阪市として有機的な連携等を行う体制が十分に構築できていないこと 
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【第Ⅲ章】基本方針の考え方 

 

１ 目標 

 

・読み書きや日本語の会話に不自由している方々が、言葉を学ぶことで日常生活を円滑に営むとともに、

意思表現や交流を通して自己肯定感を高め、地域や社会とつながり、関わりを深めることができる。 

・識字・日本語学習の場で得た参加者の「学び」や「気づき」を地域や社会に発信・共有することにより、多

様な文化や価値観に対する市民の理解を深め、認め合う意識を醸成することで、豊かな共生社会の実現

に資する。 

 

２ めざすべき姿 

 

①セーフティネットとしての言語習得機会の保障 

社会生活を営む上で、「言葉」は必要不可欠なものであり、読み書きや日本語の会話に不自由すること

により、日常的に様々な不都合や不便が生じることを考えると、言語習得の機会の提供はセーフティネット

のひとつであり、日本人・外国人を問わず、学びを必要とするすべての人に保障されるべき基本的人権で

あると言えます。第 4 次生涯学習大阪計画においても、「多様性と包摂性」の視点に基づく「誰一人取り残

さない」生涯学習の推進を図るとしており、学習機会の充実や、学習機会に参加するための有効な方策に

ついて検討するとしています。 

改正入管法における新たな在留資格「特定技能」の創設などにともない、来日する外国人は増加傾向に

あり、今後、日本語学習ニーズを持つ方は増加するとともに、国籍や在留資格、年齢層などの属性が多様

化することが予想されます。例えば、外国人就労者の配偶者や子どもといった家族帯同もさらに増加して

いくものと思われ、とりわけ子どもに関しては、不就学や母国で義務教育を修了した後に来日するといった

ケースも想定されます。 

一方で、教育機会確保法で示されている、不登校をはじめ義務教育段階における教育を十分に受けて

いない層に対する成人基礎教育の機会の保障や、日本人・外国人問わず、障がいのある方の言語習得機

会における合理的配慮などといった視点も十分に踏まえる必要があります。 

また、識字・日本語の学習機会にアクセスできていない層への対応や、学習を行うにあたって阻害要因

がある方へのサポート、日本語学習機会を提供すべき主体や役割分担の明確化など、整理や検討が不十

分な部分も多く、学習環境の確保に向けてさまざまな課題が山積しています。特に、ほとんど日本語が話

せない方々に対する「入門・基礎レベルの日本語学習機会の充実」については、多様な対象やニーズに

対応した体制整備が急務となっています。 

「言葉」の習得は日常生活やコミュニケーションの手法としてのみならず、生活基盤の確立や自立、学び

を深める前提となるものです。本市では、言語習得機会の保障は基本的人権であるとの観点から、識字・

日本語学習機会の充実をめざします。 
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②自己実現の場、社会参画のきっかけの場としての識字・日本語学習 

本市では、様々な理由から読み書きや日本語の会話に不自由している方々に対して、識字・日本語教

室の開設等を通して学習機会の提供を行い、社会参加の促進を図ってきました。差別や貧困などにより義

務教育を十分に受けられなかった人などに対し、読み書きを学ぶ場として立ち上げた識字学級が、国際化

の進展による新たな外国人住民の増加に伴って日本語学習者を受け入れ、現在では識字・日本語教室と

して、識字学級の取組の成果を活かしながら、識字学習者と日本語学習者とが交流を通してともに学ぶ場

となっています。 

 識字・日本語学習の場は、学習者にとっては単に言葉を学ぶ場というだけでなく、日常の困りごとについ

て相談したり、地域の方々と交流したりする場でもあります。また、教室では学習者が新しい参加者をサポ

ートしたり、教室運営に参画したりといったケースも見られ、社会参加のきっかけづくりの場にもなっていま

す。 

さまざまな知識や技術を身につけることで、より主体的に選択し、判断し、行動できるようになることや、他

者との関わりの中で認められ、尊重されることで、自己肯定感や自尊感情を高めることなど、教室での学習

活動を通して得られる経験は多くあります。そして、これらの経験を通して、社会の一構成員として、地域や

社会との関わりを深めていくこと、さらにはそれぞれの主体性を発揮してよりよい地域や社会を「ともに」つく

り出していくこと、これらの過程を育む場としての、識字・日本語学習機会をめざします。 

 

③多様な価値観や文化が尊重される共生社会 

大阪市の総人口における外国人の割合が５．５％に迫る状況の中で、地域や社会においてさまざまな文

化や背景を持つ方々とともに暮らしていくという状況は、決して珍しいものではなくなっています。 

多文化共生指針では、めざすべき「多文化共生社会」について、「多様な価値観や文化を認め、国籍や

民族、性別や出身などの違いを理由として社会的不利益を被ることがなく、一人ひとりが個人として尊重さ

れ、相互に対等な関係を築き、その持てる能力を十分発揮しつつ自己実現を目指して、社会参加できる創

造的で豊かな社会」と位置づけています。一方で、異なる文化や背景を持つ人々に対する差別や偏見は

今なお大きな課題となっています。共生社会の実現に向けては、言葉を理由に差別を受けることがないの

はもちろんとして、多様な文化や背景を持つ人々を受け入れる側が自らの思い込みや誤解に気づき、それ

を解消し、多様な文化や背景を持つ人々も地域の一員であるとの意識を持つことが必要です。 

識字・日本語教育施策の推進には、読み書きや日本語の会話に不自由している人々をなくしていく取

組と、そうした人々が不利益を受けることなく、すべての市民が暮らしやすい社会を実現する取組の双方が

必要です。識字・日本語教室は、多様な文化や価値観に触れるとともに理解や関心を深めるための日常

的な交流・協働の場であるといえます。 

また、識字・日本語学習の場では、「教える側」「教えられる側」の立場は固定したものではなく、学習者・

学習支援者など教室に関わる参加者全員がさまざまな「学び」や「気づき」を得る場となっています。学習

活動の中で得た「学び」や「気づき」を、それぞれの参加者や教室の中だけで完結させるのではなく、地域

や社会に発信したり共有したりすることで、社会全体の「学び」「気づき」に広げ、多様性を認め合う意識を
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醸成していくことが重要です。識字・日本語学習を通して、市民一人ひとりの多様な価値観や文化が尊重

され、互いに認め合い、ともに生きる豊かな社会の実現に資することをめざします。 

 

 

３ 施策の対象 

 

識字・日本語教育は、習得レベルや目的などにより、その対象領域が広いものとなっていることから、本

基本方針において行政が行うべき施策の対象については以下のとおり規定します。 

 

「読み書きや日本語の会話が原因で、日常的な生活を営むことに困難さを感じている方」 

 

言語習得の機会はセーフティネットのひとつであるとの認識のもと、日本人・外国人問わず、さまざまな理

由から読み書きや日本語の会話に不自由していることで、日常生活に不都合や不便が生じている方々を

対象とします。 

日本語学習者については、日本において日常的な生活を営む外国につながる市民を対象としますが、

その日本語習得レベルについては、特に生活に必要とされる入門・基礎的な学習の領域を主な対象範囲

とし、その指標としては、文化庁の「日本語教育の参照枠」で示された日本語能力の熟達度におけるＡ１～

Ｂ１とします。ただし、学習者の生活状況や学習方法などによって、熟達度に大きな幅が想定されることなど

から、あくまでおおむねの目安として設定します。 

また、さまざまな理由で義務教育等の機会を得られなかった方を引き続き対象として位置づけるとともに、

不登校などにより十分な義務教育を受けることができなかった青少年層なども対象とし、成人基礎教育の

場として位置づけます。 

今後増加が予想される、企業等で働く外国人及びその家族に対する日本語学習については、雇用する

事業主が支援に努めることが求められる領域ですが、現状では十分な環境が整っているとはいえないため、

民間の日本語教育機関や企業等の事業者との役割分担・連携について検討することとします。一方、高度

外国人材や留学生については、本基本方針で主な対象と位置づけるレベルの日本語は来日前に習得し

ているケースが多いと考えられることから、原則として対象外とします。 

また、本市立小・中学校では、外国につながる児童生徒への日本語指導の保障として、多文化共生指

針及び教育振興基本計画に基づき、市内４か所の共生支援拠点でのプレクラスの実施や、日本語指導セ

ンター校における通級指導、在籍校における日本語指導協力者等による指導などを行っていることから、

本基本方針においては施策の対象とはせず、これらの取組との連携を図ることとします。ただし、就労者の

家族帯同などにより来日した、外国につながる子ども・青少年の中には、不就学や、母国で義務教育を修

了した後に来日するケースも増加しており、日本語の習得が十分でないことにより、進学や就労など、その

後の生活に大きく影響することが想定されます。こういった学校教育での日本語習得支援の対象とならな

い子ども・青少年については、本基本方針の対象とします。 
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《参考》 文化庁「日本語教育の参照枠」 
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【第Ⅳ章】施策の方向性と推進体制 

 

１ 施策推進における基本的な方向性 

 

 【方向性１】 識字・日本語学習の機会や場の充実 

①入門・基礎レベルの日本語学習機会の充実 

②交流を通した識字・日本語学習機会の充実 

③多様な学習ニーズに対応した日本語学習環境の整備 

④識字・日本語学習機会に関する情報発信・情報提供の強化 

 

 【方向性２】 識字・日本語教育の充実に向けた人材養成と教室運営支援 

①識字・日本語教育を担う人材の確保・養成 

②識字・日本語教室の円滑な運営に向けた支援 

 

 【方向性３】識字・日本語学習から広がる共生社会づくり 

①学習者の生活支援・生活相談との接続 

②識字・日本語教室をきっかけとした参加者の学びや気づき 

③豊かな共生社会につながるしくみづくり 

 

 【方向性４】識字・日本語教育の推進に向けた体制の整備 

①識字・日本語教育の推進に向けた本市体制の構築 

②識字・日本語教育に関連する多様な主体との連携 
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２ 施策の内容 

 

（方向性１）識字・日本語学習の機会や場の充実 

①入門・基礎レベルの日本語学習機会の充実 

 日常生活の多くの場面において、「言葉」は必要不可欠なものであり、言語習得の機会は、セーフティネ

ットのひとつとして、学びを必要とするすべての人に保障されるべきものです。 

 はじめて日本語を学ぶ人が、生活に必要な日本語を習得するためには、基礎的な内容から体系立てて

学んでいくことが効果的であり、その学習支援は日本語教育の専門性を持った日本語教師などによって行

われる必要があります。また、日本語習得の必要性・緊急性が高いことから、一定程度の時間数、集中的

に学習する環境を整えることが重要です。 

 現在、生涯学習センターで開催している「にほんごこんにちは」や（公財）大阪国際交流センターが実施し

ている「生活日本語コース」など、はじめて日本語を学ぶ方を対象に学習機会を提供していますが、参加

希望が定員を超える場合も多く、現状でも希望者の受け入れ態勢は十分とは言えません。今後、来日する

外国人の増加とともに、入門・基礎レベルの日本語学習に対するニーズの増加が見込まれる中で、学習機

会の充実は喫緊の課題です。また、入門・基礎レベルの次の学習段階（「日本語教育の参照枠」における

A2～B１レベルなど）についても、専門性を持った日本語教師などによる体系的な学習機会を確保していく

必要があります。 

 本市では、国において開発・整備が進められている「日本語教育の参照枠」に基づく教育モデルやカリキ

ュラム、教材・評価手法なども参照・活用しながら、（公財）大阪国際交流センターを中心に、はじめて日本

語を学ぶ方を対象にした入門・基礎レベルの日本語学習機会の充実を図るとともに、日本語学校との連携

などを通して、専門的な日本語教育ノウハウを活用した体系的な学習環境を整備します。 

 

②交流を通した識字・日本語学習機会の充実 

 入門・基礎レベルの日本語学習機会では、決められた学習時間数で、一定のカリキュラムを終えた段階

で修了となることが一般的です。こうした方々はもとより、生活に必要な日本語を学び続けたいと考える方々

が、継続的に参加できる学習機会が求められています。 

さらに、差別や貧困、不登校など、さまざまな理由により義務教育の場を得られなかった方や学び直しを

希望する方々などの学習の場が必要なことも明らかです。 

本市では、学習支援者や他の学習者との交流を通して、それぞれの学習者のニーズや生活状況に応じ

て学習を進める場として、識字・日本語教室を開設してきました。 

識字・日本語教室は、日本人・外国人問わず、交流を通して読み書きや日本語の会話、生活に必要な

基本的知識などを学ぶ成人基礎教育の場であることから、必要に応じて、新たな識字・日本語教室の開設

や、より参加しやすい場所での教室展開等について検討します。さらに民間で開催されている日本語学習

機会や、外国人支援団体や NPOなどとの連携などを通して、学習機会の充実を図ります。 

なお、基礎的・体系的な学習と交流を通した学習とは、場合によっては並行して参加することもあるなど、
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学習者がそのニーズやタイミングに応じて選択できることが大切です。 

 

③多様な学習ニーズに対応した日本語学習環境の整備 

 この間、来日する外国人は増加し、国籍や年齢層、来日理由なども様々であり、その状況は今後ますま

す加速することが予想されます。また、それにともないそれぞれの生活状況も一層の多様化が進むと考え

られます。 

例えば、新たな在留資格の創設などにより、日本で就労する方やその家族などのさらなる増加が見込ま

れます。企業等で働く外国人に対する日本語学習については、雇用する事業主が支援に努めることが求

められますが、現状では十分な体制が整っているとはいいがたい状況です。雇用企業や商工会議所、業

種組合等に対して、従業員に対する日本語教育の取組を進めるよう働きかけるとともに、必要に応じて、企

業等からの日本語教育支援ニーズへの対応を検討していく必要があります。 

 また、家族滞在や日本人との結婚などにより、子どもを持つ外国人の増加も予想されます。それらの人々

にとっては、学校や医療機関などで日本語を必要とする場面が多いにもかかわらず、日本語の学習機会

への参加が困難な場合もあります。また、保護者のみならず、子ども、とりわけ幼児の日本語習得支援につ

いても、検討が必要です。 

さらに、様々な事情で不就学となったり、母国で義務教育を修了した後に来日した子ども・若者の場合、

自身の成長とともに人間関係の構築や、就労をはじめとした将来設計等、その世代が抱える特有の課題へ

の対応が必要であり、同世代との交流なども含めた学習機会について検討が必要です。 

 このように多様な属性や生活状況を持つ方々が日本語学習に参加するにあたり、希望する学習方法や

学習形態、学習ペースは大きく異なります。学習者がそれぞれのニーズに応じてより適切な学習機会を選

択できるとともに、時間的・金銭的といった制約により学習機会への参加が阻害されることのないよう、希望

する方が学びたい時に学べる多様な学習環境の整備が必要です。 

本市では、さまざまな曜日・時間帯・場所等での学習機会の展開や、オンライン学習などＩＣＴ機器の活

用、一時保育の実施など学習参加にあたっての制約を取り除く工夫、また、例えば子育てや仕事といった

個別のテーマや、かな・漢字の読み書きに重点をおいたプログラムの設定など、学習の方法や形態、内容

についての検討を進めます。 

 

④識字・日本語学習機会に関する情報発信・情報提供の強化 

現在、本市において実施しているさまざまな識字・日本語学習機会に対して、連日、多くの学習希望の

問い合わせが寄せられています。一方で、第Ⅱ章－３「大阪市における状況」で述べたように、日本語を学

びたいとの希望がありながら、学習機会に関する情報が十分に届いていない外国人住民が多いことが明ら

かになっています。他にも、義務教育未修了者など読み書きに不自由していることで学習機会の情報その

ものを入手することが困難で、学習に参加できていない人も存在しています。従来からの識字・日本語学習

機会に接点がある学習者だけでなく、学習情報にアクセスできていない潜在的な学習者に対するアウトリ

ーチ※が求められます。 
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本市では、全庁的な視点から、やさしい日本語や多言語の使用やホームページ・ＳＮＳ等の活用・充実

に努めるとともに、必要とする方が入手しやすい場所でのチラシ等の設置などにも取り組みます。また、民

間の支援団体や外国人コミュニティ、地域や学校を通じて、学習機会の情報を必要とする層に対する適切

な情報発信・情報提供に努めます。 

 

※アウトリーチ 

支援が必要であるにもかかわらず届いていない人、自ら支援を求めるのが難しい人に対し、積極的に働きかけ

て情報・支援を届けるプロセスのこと 

 

 

（方向性２）識字・日本語教育の充実に向けた人材養成と教室運営支援 

①識字・日本語教育を担う人材の確保・養成 

識字・日本語学習の機会や場の充実を図るにあたり、それを支える人材の確保・養成は不可欠です。 

まず、入門・基礎レベルの日本語学習機会では、日本語教育に関して専門的な知識を持った人材の関

わりが必要です。日本語学校をはじめとした日本語教育機関や、日本語教師養成機関などとの連携・協力

による日本語教師等の派遣や、日本語指導の資格を持つ人材の活用等について、検討を行います。 

また、地域の識字・日本語教室では、言語指導に関する資格の有無等にかかわらず、交流を通して学

習を支援するボランティアを中心に活動を行っていますが、市としてその活動を支える条件整備が重要で

す。現在、学習希望者の増加等によるボランティアの不足や負担の増加といった課題が生じており、人材

確保に向けた継続的な取組を行っていく必要があります。本市では、新たにボランティア活動を希望される

方に対し、学習支援を行う上で必要な考え方などを共有するための入門講座を実施し、受講者に対して希

望に応じた教室を紹介することとしていますが、十分な接続が図れているとは言いがたい状況です。引き

続き講座の実施などを通して人材養成を図るとともに、活動を希望する人とボランティアを求める教室とが

よりつながるような効果的なしくみづくりに努めます。 

 また、（公財）大阪国際交流センターはじめ、識字・日本語教育に関わる機関との連携を通して、ボランテ

ィアの人的交流に向けた情報共有や、人材ネットワークの構築などについて検討を行います。 

加えて、識字・日本語教室は毎週定期的に開催されているところが多く、例えば時間的な都合などにより、

継続的にボランティアとして参加することが難しい状況もあります。ボランティアがやりがいを持って活動を

継続できる環境づくりに努めるとともに、日本語教師の資格取得のための勉強をされている方やボランティ

ア活動に関心のある大学生などに対しても、積極的に情報提供や呼びかけなどを行うことで、新たな人材

の確保に努めます。 

 さらに、地域の識字・日本語教室では、学習支援者だけでなく、教室運営を担うコーディネーターの役割

が重要です。コーディネーターは、新たな学習者や学習支援者の受け入れやマッチング、ボランティアとの

連携、運営会議等の開催をはじめ、ほとんど日本語が話せない学習者の参加があった場合や教室内で生

じる課題への対応など、さまざまな業務を担っており、教室運営の要であると言えます。コーディネーターに
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は、学習支援とは異なる知識や技能が求められるほか、継続的な学習環境づくりに向けて、教室内での人

材養成や、教室運営に関するノウハウの共有や継承も必要とされます。本市では、コーディネーターの教

室運営に関するスキルの向上に向けた研修等の機会を設けるほか、教室運営に関して相談や情報交換が

できる環境整備を行うなど、コーディネーターの養成・支援に努めます。 

 

②識字・日本語教室の円滑な運営に向けた支援 

識字・日本語教室は、参加者にとって重要な言語習得の場であることから、持続的・安定的な運営が行

われる必要があります。 

各教室では、個々の学習者の学習内容や生活状況を踏まえた教材の作成・活用や、日本や各国の行

事を踏まえた交流イベントの実施など、教室の状況や学習者の背景などに合わせて、さまざまな取組を行

いながら教室運営を進めています。本市ではそれぞれの教室で行われている運営上の工夫や、課題への

対処などについて、意見交換や情報共有を行う機会を定期的に設けることで、円滑な教室運営に向けた

支援を図ります。また、各教室の運営や参加者に関する状況の把握に努め、学習希望者やボランティア希

望者の問い合わせや教室への接続について適切に対応するとともに、学習場所の確保をはじめとした学

習環境の整備に努めます。 

さらに、識字・日本語教室に対し、（公財）大阪国際交流センターが実施している日本語教育関連事業

や多文化共生・国際交流等に関する取組、災害時の多言語支援などに関する情報提供を図るとともに、教

室や学習者の状況等について情報共有し、必要に応じて相談窓口への接続を行うなど、連携・関係強化

に努めます。 

また、識字・日本語教室は、さまざまな文化や価値観を持った方々がともに交流しながら学ぶ場であるこ

とから、すべての参加者が多様性の理解や人権尊重といった視点を持つことが重要であり、常にこれらに

関する知識や理解を更新していく必要があります。本市では、コーディネーターや学習支援者に対し、人

権の視点に立った教室運営に向けた情報共有や、外国人を取り巻く課題や同和問題（部落差別）などに

関する研修機会の充実、教室独自での学習会実施への支援などを通して、人権の視点について継続的

な共有を図ります。 

また、すでにボランティアとして識字・日本語教室で活動している方を対象に、教室の運営、学習の進め

方などをテーマとした講座を開催するほか、生涯学習センターや（公財）大阪国際交流センターをはじめ、

大阪府や他の市町村、識字・日本語センターなどの諸機関で開催されている研修の情報提供などを通し

て、スキルアップの機会を提供します。 

 

 

（方向性３）識字・日本語学習から広がる共生社会づくり 

①学習者の生活支援・生活相談との接続 

新たな在留資格の創設などにともない、就労することを目的に来日し、長期間、日本で居住する中で、

出産や子育て、医療や介護など、さまざまな生活上の支援を必要とする外国人住民が増えています。外国
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人住民アンケートの「生活での困りごと」に関する調査でも、制度や災害時の行政サービスへのアクセスや

情報の入手などに関する項目が上位を占めており、これらは対応にあたって読み書きや日本語会話が必

要とされるものです。 

識字・日本語教室では、教室での人間関係の中で、学習者から生活上の問題やさまざまな手続きの方

法などについて相談を受けることも多い一方で、現段階では相談への対応がそれぞれの教室やボランティ

アの持つ個別のネットワークに頼っているケースも多く、ボランティアの負担となることもあります。交流を通

して学びを進める識字・日本語教室が、学習者からの相談のきっかけや窓口になることは、学習者の困りご

とを発見し、解決の糸口となるという点では意義のあることですが、学習者が抱える課題は、法律や制度な

どの知識を必要とするものや、学習者のプライバシーに大きく関わるものもあり、その解決に向けては、専

門的な支援機関等により適切に対応されるべきものであると考えます。 

今後ますます増加が見込まれる学習者からの多様な困りごとや相談に対して、より適切な解決がなされ

るよう、多言語での相談対応を行っている（公財）大阪国際交流センターとの連携に努めるとともに、支援

機関や相談窓口に関する情報提供や教室コーディネーターに対する研修などを通して、教室と相談窓口

との接続の強化を図ります。 

 

②識字・日本語教室をきっかけとした参加者の学びや気づき 

地域の識字・日本語教室は、交流を通して学習を進める場であり、学習者にとっては、読み書きや日本

語の会話を学ぶ場というだけでなく、地域や社会との接点となる場であるとともに、学びを通して社会に働

きかける力を身につける場でもあります。一方、学習支援者にとっても、学習者の文化的な背景や価値観、

生活課題などについて触れ、多様性や人権尊重について多くの「学び」や「気づき」を得る機会となります。 

また、継続的な学習の場である識字・日本語教室では、当初は学ぶ場として参加していた学習者が、活

動に参加し続けることで、新たな学習者のサポートを行ったり、教室の運営に参加したりと、活動の担い手

となるケースも多く見られ、「支援する人」「支援を受ける人」といった関係性に固定されない、人材養成の

循環サイクルが構築される場としての可能性を秘めています。識字・日本語教室は、学習者と学習支援者

とが「ともに」学ぶ場であり、教室活動を通して、参加者すべてがさまざまな役割の中で成長する場であると

も言えます。 

また、学習者・学習支援者のそれぞれが、活動で得た「学び」や「気づき」を、地域や社会に対して発信

するとともに、地域や社会で活躍することも期待されます。 

 本市では、識字・日本語教室の参加者が、教室での活動を通して、さまざまな「学び」や「気づき」の場と

するとともに、社会参加のきっかけとして、地域や社会での活動に生かせるようなしくみづくりに努めます。 

 

③豊かな共生社会につながるしくみづくり 

多文化共生指針の方向性のひとつである「多文化共生の地域づくり」では、「多文化共生についての市

民理解の促進」として、「多文化共生についての市民理解の促進に向けて、異なる文化や習慣への理解や

国際理解を深めるため交流・協働の機会や場の提供に努め」ることとしています。異なる文化や習慣に対し
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て、十分な知識がなかったり、間違った認識を持ったりすることから抱く違和感や思い込みが偏見のきっか

けとなることも多い中で、識字・日本語学習の活動は、まさに交流・協働をとおして相互理解を深めることの

できる場であると言えます。 

識字・日本語教室の活動で培われた人権尊重や多文化共生といった視点を広く発信し、地域や社会に

おいて共有することは、市民一人ひとりの多様性への理解を深め、認識を変え、認め合う意識を醸成する

きっかけとなります。 

地域識字・日本語交流教室は、生涯学習ルーム事業の一環として実施しており、生涯学習推進員等の

地域住民が教室の運営に関わるなど、教室と地域との橋渡し役を担う仕組みになっており、まさに、地域を

拠点とした相互理解を深める場として機能しているといえます。また、それ以外の教室でも、地域住民が教

室に関わるケースは多く、教室が主体となって、地域行事に参加するケースも見られます。 

このような取組をさらに進めるとともに、各種地域団体とも連携して、地域住民とともに学ぶことを目的に

した交流活動や教室見学、地域行事への参加、教室活動に関する展示など、識字・日本語学習の場を起

点にした、より豊かな共生社会につながるしくみづくりに努めます。 

（方向性４）識字・日本語教育の推進に向けた体制の整備 

①識字・日本語教育の推進に向けた本市体制の構築

方向性 1～３の取組を着実に進めていくために、本市における推進体制を構築し、識字・日本語学習環

境の充実を図ります。具体的には、現在、識字・日本語教育を実施している教育委員会事務局、（公財）大

阪国際交流センターを所管している経済戦略局、多文化共生指針の主管局である市民局の３局を中心に、

役割分担をしながら、課題やニーズの把握、効果的な事業の企画・運営に取り組みます。また、学校教育

分野についても、本市立小・中学校における外国につながる児童・生徒への日本語指導や、中学校夜間

学級での取組と連携を図ります。 

また、これまで見てきたとおり、外国人住民の困りごととして挙げられている事項の根底には日本語習得

の問題があり、福祉や医療、子育ての領域など、関連する部局はほぼ全庁に及ぶと考えられます。とりわけ

市民と接する機会の多い区役所については、市民生活に直結するさまざまな業務を担っており、局等と連

携・協力した取組や区独自の取組を一層充実していくことが求められます。 

基本方針の着実な推進に向け、識字・日本語教育に関する総合的かつ効果的な施策に全庁的に取り

組みます。 

②識字・日本語教育に関連する多様な主体との連携

識字・日本語教育環境の充実を図っていくためには、本市だけでなく、識字・日本語教育に関連する多

様な主体との連携が重要です。 

国においては、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」により、日本語教育等の取組に関わ

るさまざまな支援策の検討が進められており、それらの動きと連携した取組を進めます。 
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就労者に対する日本語学習支援の充実に向けては、「OSAKA 外国人材受け入れ促進・共生推進協議

会」が、国、府、市町村、経済団体等の連携のもと、情報共有、相互連携、取組の方向性の策定を行うとし

ており、大阪市もその構成員となっていることから、外国人を雇用する企業や支援機関等との連携や、企業

が取り組みやすい支援策など、協議会の方向性をふまえながら、持続的・効果的な取組の検討を進めます。 

また、市内には多くの日本語学校や専門学校をはじめ、大学等の教育機関がある他、外国人支援や日

本語学習支援に取り組む団体・NPO も多数存在することから、日本語教育の専門人材や、民間がもつネッ

トワークなど、各主体との連携、情報共有に関する取組を進めます。とりわけ(公財)大阪国際交流センター

や日本語学習機会を提供する市民グループ等がもつノウハウや資源の活用等について検討を進めます。 

なお、施策の展開にあたっては、学識経験者や学習支援・教室運営に携わる方などから意見を聴取し、

効果的な推進に努めます。 

３ 施策の推進体制 

施策の効果的な推進にあたっては、教育委員会事務局、経済戦略局、市民局を中心に、各区役所や関

係局と連携・協力しながら、多文化共生施策の庁内推進体制として設置している大阪市多文化共生施策

推進本部のもとに識字・日本語教育施策推進部会を設置し、本基本方針に基づく取組を推進します。 

４ 施策の進捗管理 

  本基本方針に基づく取組については、大阪市多文化共生指針の行動計画に反映するとともに、識字・

日本語教育施策推進部会において進捗管理を行います。  
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大阪市識字・日本語教育基本方針素案(案) ６月 13 日教育委員会会議からの主な変更点 

章 項目 
議案書

ページ 
段落 内  容 

第

Ⅰ

章 

1 目的 ６ 

１ 

・本市の外国人住民人口の国籍・地域別割合について、韓国・朝鮮が最も多

く、次いで中国となっていることを追記。

・入管法の改正は 2 段落目に記載していたが、1 段落目に移動し、新たな在

留資格の創設を今後の外国人住民の増加の見込みとの関連で記載。

２ ・「日本語教育の推進に関する法律」の目的を追記。

第

Ⅱ

章 

１ 国の動向 

（１）出入国管理及び難民

認定法の改正
８ １ 

・令和 5 年 6 月に閣議決定された「特定技能 2 号」の受入れ分野の拡大につ

いて追記。

（４）日本語教育機関認定

法
９ ― 

・日本語教育機関認定法について、今後の施行に向けた詳細な検討状況等、

国の動向を注視する旨を追記。

３ 大阪市に

おける状況 

（１）大阪市の外国人住民

の動向
16 下 

・図表 I の「過去 5 年間の差別・差別的な言動についての経験」のデータに

ついて全項目掲載。

（２）「識字・日本語教育

体制に関する実態・ニー

ズ調査」の調査結果から 

17 １ 
・「実態・ニーズ調査」の調査手法やアンケート配布数、回収数、詳細を掲

載しているホームページアドレスを追記。

（４）大阪市の中学校夜間

学級の状況
23 １ ・中学校夜間学級の経過について追記。
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第

Ⅳ

章 

２ 施策の 

内容 

方向性１① 

入門・基礎レベルの日本語

学習機会の充実 

30 ３ 

・対象を概ね B1 までとしているため、入門・基礎レベルの次につながる体

系的な学習段階について、「入門・基礎レベルの次の学習段階(A2～B1)に

ついても、専門性を持った日本語教師などによる体系的な学習機会を確保

していく必要があります」と追記。

方向性１② 

交流を通した識字・日本語学

習機会の充実 

30 5 

・入門・基礎レベルの学習から交流を通した学習へという一方向性だけでは

ないことから、「基礎的・体系的な学習と交流を通した学習とは、場合に

よっては並行して参加することもあるなど、学習者がそのニーズやタイミ

ングに応じて選択できることが大切です」と追記。

方向性１③ 

多様な学習ニーズに対応した

日本語学習環境の整備 

31 ３ 
・子どもを持つ保護者とともに、その子ども（とりわけ幼児）に対する日本

語習得支援も必要であることを追記。

方向性４① 

識字・日本語教育の推進に向

けた本市体制 

35 １ 

・教育機会確保法との関連から、学校教育は本基本方針では対象外としてい

るものの連携を図る観点（「第Ⅲ章３施策の対象」（P26）に関連記載あ

り）から、学校教育分野についても、本市立小・中学校における外国につ

ながる児童・生徒への日本語指導等と連携を図る旨を追記。
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